
令和７年度 山梨県職員研究員（任期付研究員）選考採用試験案内 
 

山梨県では、「山梨県 一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例」第 1 条の３第

２号に規定する任期付研究員を次のとおり募集します。 

 

１ 採用予定人員、募集区分及び職務内容 

採用予定人員 募集区分 職務内容 

１名 クマ被害

対策（研究

（林業）） 

① クマの行動や生息環境に関する調査研究、対策の立案やその効

果分析 

② 森林総合研究所で遂行中の研究課題に関わる業務 

③ クマ被害対策に資する市町村や関係者等への助言に関する業務 

 

２ 応募資格 

（１）学校教育法に基づく大学院において、自然科学系の科目を専攻し、博士課程を修了した者、令和 

  ８年３月31日までに修了見込みの者、又は博士号に相当する能力を有する者 

 

（２）次のいずれかに該当する者は、応募できません。 

① 日本国籍を有しない者 

② 地方公務員法第16条に該当する者 

・拘禁刑以上の刑又は懲役若しくは禁錮に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受け

ることがなくなるまでの者 

・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を

結成し、又はこれに加入した者 

③ 山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例 第１条の３第２項の規

程により、任期付研究員に採用されたことのある者 

 

３ 勤務場所 

  森林総合研究所（山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺2290-1） 

 

４ 任期 

  令和８年４月１日～令和 13年３月31日（５年間） 

 

５ 応募書類 

① 山梨県職員（任期付研究員）選考採用試験申込書（別紙 第１号様式） 

② 履歴書   （別紙 第２号様式） 

③ 研究業績書 （別紙 第３号様式） 

・著書、学術論文、その他を項目別に分けて記載する。なお、論文については、査読のある雑誌

に掲載されたものと、それ以外のものに分けて記載すること。 

・共著の場合は、共著者名を全員記載すること。 

・学位取得論文については、その旨を明記すること。 

④ 学位、学歴を証明する書類 

⑤ ６ヶ月以内に撮影した写真（タテ４cm×ヨコ３cm、上半身 脱帽、裏面に氏名を記入すること） 

⑥ 研究業績の概要（Ａ４用紙に１～２枚程度、様式は任意） 

⑦ 今後の研究計画及び抱負（Ａ４用紙に１枚程度、様式は任意） 

⑧ 主要論文の別刷（コピー可） ５編以内 



 

６ 応募書類の受付期間 

・令和８年１月16日（金）から令和８年２月13日（金）（土曜日、日曜日及び祝日を除く） 

・郵送の場合は「簡易書留」とし、令和８年２月13日（金）必着です。 

・受付時間は、午前９時から午後５時までです。 

 

７ 合格発表 

発表日、発表方法は試験当日に連絡します。 

 

８ 応募書類提出後のスケジュール 

（１）一次選考 

・書類選考 

書類選考による合否の結果を２月中旬に連絡します。書類選考を通過した方に対してプレゼンテー

ション面接及び人物試験を実施します。 

 

（２）プレゼンテーション面接及び人物試験（同日に実施） 

令和８年２月下旬に山梨県庁において実施します。詳細な日程は後日、該当者に連絡します。 

種  目 内      容 

プレゼン 

テーション面接 

応募書類で提出した「研究業績の概要」及び「今後の研究計画及び抱負」に

ついてプレゼンテーション面接を実施します。 

人物試験 表現力、積極性、協調性等についての個別面接を行います。 

 

９ 試験結果の提供 

この選考採用試験の試験成績は、山梨県個人情報の保護に関する法律施行条例第19条の規定によ

り、簡易な手続きによる保有個人情報の提供の申出をすることができます。なお、電話、はがき等

による申出では提供できませんので、受験者本人であることを明らかにする書類（マイナンバーカ

ード、運転免許証、学生証等）を持参の上、平日の午前９時から12時、午後１時から５時の間に提

供場所に直接おいでください。 

提供する内容 提供期間 提 供 場 所 

人物試験の得点及

び順位 

合否通知を発送した日から１

か月間。ただし、合格者につ

いては、最終選考結果通知を

発送した日から１か月間。  

山梨県森林環境部森林環境政策課 

（山梨県庁本館８階） 
山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

 

10 給料 

給料は、条例の規定に基づき、採用者の経歴等を勘案のうえ決定されます。  

 

11 服務等  

勤務時間、休暇、服務、分限等については、任期の定めのない一般職員と同じです。  

任期付研究員は、常勤の一般職の地方公務員であり、秘密を守る義務、営利企業等の従事制限な

ど地方公務員の服務に関する規定が適用されます。 

 

12 提出先及び問い合わせ先 

〒400-8501 山梨県甲府市丸の内１丁目６番１号 

          山梨県森林環境部自然共生推進課 

                  電話 055-223-1520 

  


